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日本ＬＣＡ学会選挙管理規程 

 

第１条 この規程は、日本ＬＣＡ学会会則（以下「会則」）第１７条に基づき、会則第８

条１項に規定する総会における会長、副会長、理事及び監事の選任に係る選挙の

実施について定める。 

第２条 会長、副会長、理事及び監事の選任に係る選挙は会則第８条第２項により任期満

了における役員選挙において適用する。 

第３条 会長は、理事会の議を経て選挙管理担当理事および５名以内の選挙管理委員を委

嘱する。 

  ２．選挙管理担当理事および選挙管理委員は、選挙管理委員会（以下「委員会」とい

う。）を組織する。  

  ３．委員長は選挙管理担当理事が務める。  

  ４．委員会は選挙に関する事務を行い、選挙の実施に関し疑義を生じた場合はこれを

裁定する。 

  ５．委員の任期は役員選出終了時までとする。 

６．選挙管理担当理事および選挙管理委員は，自ら選挙に立候補することはできない。 

第４条 会長、副会長、理事及び監事の選任に係る選挙の実施及びその管理は、委員会が   

行う。 

第５条 会長、副会長、理事及び監事候補者の選挙は以下による。 

  １．会長、副会長、理事及び監事の選挙について、正会員に文書又は学会ホームペー

ジで公告する。 

  ２．選挙への立候補を希望する正会員は、公告に基づき、その立候補区分を明記の上、

正会員３名以上の推薦書（書式自由）を添付して、立候補締め切り日までに、委

員会に対し、文書（書式自由）で立候補を届け出なければならない。 

  ３．正会員は、正会員の中から複数の会長、副会長、理事及び監事候補者を推薦する

ことができる。候補者を推薦しようとする正会員は、公告に基づき、区分を明記

の上、立候補締め切り日までに書面（書式自由）により、委員会に対し、候補者

を推薦しなければならない。 

  ４．委員会は、前項の立候補締め切り日までに３名以上の正会員の推薦を受け立候補

した正会員、及び５名以上の正会員より推薦のあった正会員について、会長、副

会長、理事及び監事の候補者の名簿を作成し、遅滞なく理事会に送付する。 

５．理事会は、委員会から送付された名簿に基づき、候補者の人数、専門領域、所属

機関、経歴等を勘案し、必要と認めた場合は理事会推薦の候補者を選定の上、追

加し、候補者本人の了解を得た上でその名簿を委員会に送付するものとする。 
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第６条 会長、副会長、理事及び監事候補者の総会における選出は以下による。 

  １．委員会委員長は、総会において前項の名簿を候補者名簿として提案する。 

  ２．委員会の提案した候補者名簿に基づき、会長、副会長、理事及び監事の順に、委

員会委員長の議事進行により、総会出席者の過半数の賛成を得て、役員を選出す

る。 

第７条 本規程に定め無き事項については、委員会委員長が決定する。 

第８条 本規程の改正は理事会が行う。  

附 則  

 １．本規則は 2006 年（平成 18 年）9 月 29 日から施行する。  
 ２．本規則は 2009 年（平成 21 年）3 月 5 日から施行する。 
 ３．本規程は 2015 年（平成 27 年）12 月 21 日から施行する。 
 ４．本規程は 2018 年（平成 30 年）9 月 28 日から施行する。 
 


